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大連の日系弁護士からみた東北振興政策への提言 

日本法円坂法律事務所大連代表処 

首席代表弁護士 稲 田 堅 太 郎 

１．はじめに 

（１）東北振興政策と北東アジア地域経済圏の確立 

◎ ２１世紀はアジアの時代だ！といわれている。にもかかわらず、従来からのアジ

ア諸国は経済的にも軍事的にも覇者である米国と縦につながり、ヨーロッパ圏や

アメリカ圏に比べて、横のつながり・連携が弱かったのではないか。 

◎ アジアの時代を確立するためには、日・中・韓を中核とする北東アジア地域経済

圏の確立は何よりも必要であり、東北振興政策はそのための中心的課題となるも

のである。 

 

（２）東北地域における外国法弁護士事務所のはたす役割 

◎ 中国内における外国法弁護士事務所は欧米系の事務所も含めて北京・上海に集中

している。 

◎ 地域のことを理解し、対応するためにはその地域に存在する企業なり法律事務所

が最もその実情を把握し、適切に対応することが出来る。したがって、少なくと

も外資企業が進出している地域なり各省には最低でも一つの外国法弁護士事務所

の設置が必要であろうと思われる。 

◎ 私共の日本法円坂法律事務所大連代表処は日本の名古屋・東京・大阪の三事務所

が協力して大連に進出したものであり、２０００年６月８日に北京政府司法部に

よって、この東北地域内で最初で唯一の外国法律事務所として認可され、活動を

続けてきた。その活動スタイルは日本国内においても中国内においてもネットワ

ークの活用による対応と協力体制の確立を心がけてきた。すなわち、日本国内に

おいては１９９６年に日中法務交流協力日本機構を結成し、名古屋・東京・大阪

を中核として全国各地の法律事務所と連携しながらの活動、中国内においても大

連を中心にして瀋陽・長春・北京・天津・南京・上海・武漢・重慶・広州・深圳・

香港・海口など各地の律師事務所とのネットワークの確立などを通して、日中両

国での法律実務セミナーの開催や、日本の法律専門の出版社である新日本法規出



版社のホームページ（ｅ－ｈｏｋｉ）のグローバル頁への法律コラム連載などの

取組みをすすめてきた。 

以上のような活動をすすめる日本の法律事務所大連代表処の首席代表弁護士の目

からみた東北振興政策について、以下のとおりの提言をする。 

なお、先きに「経済人の目からみた東北振興・中国経済安定発展への提言」をさ

れた大森經徳氏の提言と重複する部分はできるだけ避けて、東北振興に関するソフ

ト面に重点をおいた提言をする。 

 

２．司法（裁判）に対する信頼性の回復と信頼の確立 

 中国の裁判制度は日本のような三権分立としての司法が行政とか立法機関に対する独立

性がない。特に当地瀋陽においては、数年前に裁判所ぐるみの汚職事件が発生し、絢爛豪

華な建物が建てられたにもかかわらず、司法に対する信頼が著しく低下した。 

 この様な司法に対する信頼を回復するためには 

（１） ローカル主義（御当地の当事者の肩を持つような審理をする地方における裁判所の

手続のすすめ方）の克服 

（２） 裁判官の研修制度の充実などをふくめた質の向上 

（３） とくに知的財産権の保護を中心とした法整備と判決に基づく執行制度の確立 

  等々の課題が数多く残されている。 

  

３．北東アジア地域経済圏の中核をめざすための街づくり 

（１）北東アジア地域経済圏の中核をめざす街づくりのためには中核となるべき都市間の

交流を点としての交流から面の交流に拡大し深めることが重要である。 

   とりわけ、中核都市である瀋陽・大連の両都市のはたす役割には大きいものがあり、

従来以上に協力体制を強化する必要がある。 

（２）国際都市をめざす中核としての交通ルールの確立 

  中国内で最も交通ルールが遵守されているという大連市においてさえ、人・車の信号

無視が甚しく、身の危険にさらされながら街なかを歩かなければならない現状にあり、

到底外国人が安心して生活できるという都市環境とは言いがたいのが実情である。 

   中国では２００４年の全国民間自動車保有台数が２０００万台をこえ、交通事故に

よる死亡者数が２００１年から３年連続で年間１０万人をこえるなど交通事情の改善

と運転者および歩行者の交通マナーの改善が急務であるといわれたところから、２０

０４年５月１日に「道路交通安全法」および「道路交通安全法実施条例」が施行され

た。新法では人命尊重を原則とし、歩行者優先を明記して、従来では任意とされてい

た自動車保険による第三者賠償責任保険を強制保険とするとともに、酔っぱらい・ス

ピード違反などに対する罰金を１０倍アップ、運転免許取消などの罰則も厳しくして、

その徹底を図ろうとしている。 

   しかしながら、新法実施後もルール違反の実態は変わらず、ルール確立のための積

極的なキャンペーン活動の必要性を痛感する。 

（３）損害保険強制加入をふくめた被害者救済制度と体制の確立 

   外国人が事故に遭遇した場合に自分の国における救済制度や救済体制との落差に驚

かざるを得ない。 

   国際都市の中核をめざすためにも、国際的標準にしたがった救済制度と救済体制を

早期に確立する必要がある。 

（４） 電力・水・燃料等の省エネルギー政策を含めた環境問題の先取り施策の実施 

   日本国内の１９７０年代は高度経済成長の矛盾があらわれて公害列島といわれた。 



公害・環境問題への取組みは、日本での貴重な経験を教訓とするならば、経済成長

の後追いでは全く駄目であり、何よりも発生源対策が重要である。 

中国では国家環境保護総局の「環境影響評価法」の実施から一年有余であるが、こ

の評価法に基づく①初めての違法着工プロジェクトの大規模な公表、②大規模プロジ

ェクトに対する３０件総額１，１７９億元に達する火力発電所等の建設停止命令の発

令、③４６の火力発電所の脱硫装置監視強化などの施策は、鉄工・セメント・電解ア

ルミ等の業界への影響が大であるといわれている。逆にこれらの施策は汚染を発生源

から断ち、持続可能な発展を実現するための中国政府の決意を示すものとして高く評

価されるべきであり、東北振興政策の推進にあたっても後手にまわることなく、発生

源からその原因を断つ方向への転換として重視されなければならない。 

 

４．投資環境の改善についての提言 

（１）大連市は中国内における有数の日系企業集積地になっている。 

  その理由とするところは、大連市の投資環境について以下のことが指摘されている。   

① 沿海開放都市、国家級開発区（経済技術、ハイテク産業）、保税区・輸出加工区・

港湾等のインフラ整備がすすんでいる。 

② 歴史的に親日的で生活環境が良好。 

③ 地理的に日本に近い。 

④ 労働力豊富かつ教育程度が高く、定着率も比較的高い。 

⑤ とくに日本語人材が豊富。 

⑥ 行政サービスがゆきとどいている。－市政府行政サービスセンター 

⑦ 製造業の 70～80％を日系企業が占め、集積度が高い。 

⑧ 日本との取引関係があり、信頼性の高い中国企業の存在。 

（２）なかでも大連市では投資プロジェクトに対する「ワンストップ・サービス」（窓口一

本化その他）はいうに及ばず、日系企業との定期懇談会の開催や外資企業からの苦情

処理対応など他地域に比べて外資企業に対する迅速適切な行政サービスが行き届いて

いることがとりわけ日系企業からみて大きな魅力になっている。 

   私が注目している行政サービスの一つに大連市対外貿易経済合作局の下に設けられ

ている大連市外資系企業クレーム（苦情処理）センターがある。 

   大連市人民政府令第３４号に基づいて設立されたものであり、より良い投資環境を

提供するために窓口を設け、無料で苦情処理をするという制度で、大連市に在籍する

全ての外国人ビジネスマンならびに外資系企業の苦情を受け付け、迅速に調査、協調、

指導、監督、処理等々をへて解決をはかろうというもの。苦情受理から相手方への連

絡、調査、解決まで約１ヶ月。苦情受理後３日以内に相手方に連絡をなし、１週間の

調査を経て、２週間で解決に至らしめるということで、到底、日本国内における裁判

や調停制度では考えられないような早期結着をはかるシステムとなっており、大変調

法がられている。 

   先述のように中国では一般的に裁判所ないし裁判制度に対する信頼度が低く、私の

友人の中国人律師（中国の弁護士）らも、自分の担当する事件処理については、出来

るかぎり裁判手続による解決を避けようとする傾向があり、この様な実情を反映して

か、大連市における行政サービスの一環である苦情処理センターによる解決を求める

件数も多く、年平均にして約３００件にも及んでいる。 

   本来の苦情処理の中味は、電力、環境、工場移転など政府関連の案件が中心である

が、企業内部の株主間紛争や企業間の取引にからむ案件なども数多く見受けられ、現

に私が相談をうけた企業間取引にからむ紛争事案も、苦情処理センターを活用するこ



とによって早期解決をはかることができた。 

（３）さらに大連市には日本政府の援助による日本語ビジネス人材訓練センターが建設さ

れ、その事業発展のために現地日系企業がこれに協力する体制になっている。 

（４）以上のような外資企業との定期的懇談会の開催や苦情処理センターによる紛争解決、

日本語人材育成のための行政と企業との協力体制の確立等々は、東北振興政策の推進

にとって大連市以外の地域においても積極的に取組む必要がある。 

（５）東北振興政策の推進にともなう優遇政策の実施 

  ＷＴＯ加盟によって内外企業の統一化との関連において優遇税制その他は廃止される

方向にある。 

   しかしながら、東北振興政策推進の重要性にかんがみ、特恵税として特定産業とく

に東北地域という特定地域に対する優遇政策を内外企業平等に適用していく必要があ

る。 

 (第 64 号以来、5 月 24 日に在瀋陽日本国総領事館で当総領事館と京大上海センターが開催

した「日中経済交流セミナー」での報告を掲載しています。) 
 


